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＜様式一覧＞ 

① 様式第１号「支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書兼届出書」 

② 様式第２４号「世帯状況・収入等申告書（裏面同意書）」 

③ 申請内容変更届出書 

④ 受給者証等再交付申請書 

⑤ 様式第１７号「計画相談支援給付費支給申請書」 

⑥ 様式第１８号「計画相談支援依頼（変更）届出書」 

⑦ 別紙１「申請者の現状（基本情報）」 

⑧ 別紙２「申請者の現状（基本情報）【現在の生活】 

⑨「サービス等利用計画案」 

⑩「サービス等利用計画案【週間計画表】」 

⑪「サービス等利用計画」 

⑫「サービス等利用計画【週間計画表】」 

⑬「サービス等利用計画案(セルフプラン①)」 

（裏面「サービス等利用計画案(セルフプラン②)【週間計画表】」） 

⑭「モニタリング報告書（継続サービス利用支援）」 

⑮「継続サービス等利用計画【週間計画表】」 

⑯ 児の居宅介護サービス支援機関意見書 

⑰ 就労アセスメント結果表 

⑱-１ 非定型ケースに関する審査会資料（概況報告票） 

⑱-2 非定型ケースに関する審査会資料（重度訪問介護等に関する審査会資料） 

⑲ 標準利用期間満了後の更新聴き取り票 

⑳-1 就労継続支援Ａ型事業の暫定支給決定に代わる事前アセスメント報告書（別紙1） 

⑳-2 事前アセスメント日報（別紙2） 

「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書 

★ 様式共－１「地域生活支援事業利用(変更)申請書兼利用者負担上限額減額・免除(変更)」 

（引用法令名の略記方法） 

法：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

令：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 

則：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則


